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税務情報 

2024年度税制改正関連情報 

経済産業省 － ストックオプション税制における発行会社自身に
よる株式管理スキームに関する資料の公表 

2024 年度税制改正では、税制適格ストックオプションの要件が見直され、一定
の株式会社が付与するストックオプションに係る年間の権利行使価額の限度額
が引き上げられるとともに、ストックオプションの行使により取得した譲渡制
限株式について、証券会社等による株式の保管委託に代えてその発行会社によ
る株式の管理も可能とされる等の措置が講じられました。 

経済産業省は 9 月 5 日、税制適格ストックオプションに関する情報を集約して
いる「ストックオプション税制」のページを更新し、2024 年度税制改正に関連
する以下の資料を掲載しました。 

 ストックオプション税制 発行会社自身による株式管理スキーム 

租税特別措置法施行令第十九条の三第九項第二号に規定する対象株式等の
区分管理の方法（令和六年経済産業省告示第六十九号関係）（PDF 358KB） 

この資料は、役職員等が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式
を発行会社自身で管理するための要件がまとめられたもので、以下の 3 つのセ
クションから構成されています。 

1. 役職員等がストックオプションを行使して株式を取得した場合 

2. 役職員等がストックオプションを行使して取得した株式を譲渡する場合 

3. 上場（申請）時の対応 

1.及び 2.では、2024 年 3 月 30 日付の官報特別号外第 28 号において告示された
「租税特別措置法施行令第十九条の三第九項第二号に規定する対象株式等の区
分管理の方法として経済産業大臣が定める要件（令和六年経済産業省告示第六
十九号）」（PDF 123KB）や租税特別措置法等の規定に基づき、区分管理帳簿（*）

の作成・保存に係る要件及び役職員等がストックオプションを行使して取得し
た株式を譲渡する場合に権利者等や発行会社に求められる対応が解説されてい
ます。 

3.では、（i）株式等振替制度への移行及び（ii）上場に伴う譲渡制限の撤廃につ
いて解説されています。たとえば（ii）では、発行会社は上場する場合、その株
式の譲渡制限を撤廃する必要があるところ、発行会社自身による管理の対象と
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なる株式は譲渡制限株式でなくてはならないため、上場申請前後に譲渡制限を
撤廃する定款変更をする旨の株主総会決議をする場合に、株式等振替制度へ移
行したとき（株式が振替株式となったとき）にその効力が発生するように条件
を付す等の調整をする必要があることが示されています。 

（*） ストックオプションを行使して取得した株式を区分管理するための帳簿を
いい、本資料の末尾には、「別紙」として、区分管理帳簿のイメージが掲載
されています。なお、「ストックオプション税制」のページには、「区分管理
帳簿のフォーマット（例）」（Excel 13KB）も掲載されています。 
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